
 

江東区バレーボール連盟内規 

 

1．本連盟入会金は、１チーム １，０００円とする。 

2．大会参加費用は、１チーム ６，０００円とする。 

3．区代表派遣チームの旅費援助は、次の通りとする。 

   墨東大会     １チーム   ５，０００円 

   都民大会     １チーム  １０，０００円 

   関東大会以上   １チーム  ２０，０００円 

4．役員の出張旅費。   

バレーボール連盟が承認した役員の出張旅費は、常任理事会で決定する。 

5．慶弔の場合の贈呈金は、次の通りとする。 

  （１）役員が死亡したとき   １０，０００円  

  （２）上記以外の慶弔に関しては、三役（会長、副会長、理事長）又は常任理事会

において決定する。 

6．役員の傷病災害時見舞金は、次の通りとする。 

  （１）傷病のため 7 日以上病床にあるとき     ５，０００円 

  （２）公傷病、その他やむを得ない実情により災害に遭った時は、その実情に応じ

て三役又は常任理事会で、その額を決定する。 

7．表彰規定は、次の通りとする。 

  （１）役員として１０年以上その任にある者は、総会の席上で表彰する。 

（２）役員として１０年以上その任にあり、特に顕著な功績のあった者に、功労者

賞と記念品を周年行事の席上で贈呈する。 

（３）優秀チームを総会及び周年行事の席上で表彰する。 

8．大会表彰は次の通りとする。 

（１）参加チームが８チーム以下のトーナメント戦及びリーグ戦は２チームを表彰

する。但し、３位決定戦を行う大会はその限りではない。 

（２）参加チームが９～３１チームのトーナメント戦は３位までを表彰する。 

  （３）参加チームが３２チーム以上のトーナメント戦は８チームを表彰する。 

9．大会のシードチームは、次の通りとする。 

   ＊前年度または前回の同一名大会の上位チームをシードする。 

（１）参加チームが８チーム以下のトーナメント戦は２チームとし、Ａ・Ｂチーム

は決勝戦で対戦するよう配慮する。 

  （２）参加チームが９～１６チームのトーナメント戦は４チームとし、Ａ・Ｂチー

ムは決勝戦で対戦するよう配慮する。 

  （３）参加チームが１７チーム以上のトーナメント戦は８チームとし、Ａ・Ｂチー

ムは準決勝戦から対戦するよう配慮する。 

  （４）部別トーナメント戦においては、１部のみシードチームを設け、それ以外の

部は全てフリー抽選とする。 

   ＊ 同一ブロックのリーグ戦及び部別戦での下位２チームは自動的に下位のブ

ロック所属とし、上位２チームは自動的に上位のブロック所属とする。 

     但し、棄権チームは自動的に下位ブロック所属とする。 

 

   



10．登録については、次の通りとする。 

  （１）更新するチームは、前登録で更新することを原則とする。 

  （２）新加盟チームは随時受け付ける。 

  （３）体育協会賛助会費１口を登録料と共に納めるものとする。 

  （４）スポーツ障害保険への加入を義務とする。 

  （５）選手の登録は、連盟規約第６条の各部について１チームを限度とする。 

11．選手の大会参加資格については、次の通りとする。 

  （１）新規の追加登録選手は随時受け付ける。但し、登録完了日より１ヶ月経過後

に参加資格を得る。 

  （２）チーム解散によって資格を失った選手の新チーム登録は、原則として登録手

続き完了日より３ヶ月経過後に参加資格を得る 

     解散チームは理事長あてに、書面にて提出の事。 

  （３）チーム移行の選手の場合は、移行手続き完了日より６ヶ月経過後に参加資格

を得る。 

     （移行手続き完了日とは、前チーム代表者の退部承認書を連盟が受け付けた

日とする。） 

  （４）同一チーム内の選手の登録移行は、更新時に限る。 

     （チーム代表者が同一人の場合のみ） 

  （５）家庭婦人は江東区在住・在勤の満年齢が２５歳以上の既婚者とする。 

  （６）（１）～（５）のチーム・選手登録違反に関しては、常任理事会で協議決定

する。 

12.  登録チームは各大会について、大会協力員を原則として１名選出するものとする。 

13.  内規の改定ある場合は、常任理事会で協議決定後効力を生ずる。 

14. 昭和５９年 ４月１日より効力を発する。 

   平成 ８年 ４月１日改訂 

   平成１８年 ４月１日改訂 

   平成１９年１０月１日改訂 

 

 


